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議案第５５号資料 

鶴ヶ島市職員の定年等に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

改 正 後 現   行 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の

４第１項及び第２項、第２８条の２並びに第２８

条の６第１項及び第２項の規定に基づき、職員の

定年等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６５年とする。 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理

監督職） 

第５条 法第２８条の２第１項に規定する条例で

定める職は、職員の給与に関する条例（昭和４１

年条例第２１号）第７条第１項に規定する管理職

手当を支給される職員の職とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する管理監

督職勤務上限年齢は、年齢６０年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべ

き基準） 

第７条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定

する他の職への降任等（以下この条において「他

の職への降任等」という。）を行うに当たっては、

法第１３条、第１５条、第２３条の３、第２７条

第１項及び第５６条に定めるもののほか、次に掲

げる基準を遵守しなければならない。 

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及

び職務経験等に基づき、降任又は転任（降給を

伴う転任に限る。）（以下この条において「降

任等」という。）をしようとする職の属する職

制上の段階の標準的な職に係る法第１５条の

２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力

及び当該降任等をしようとする職についての

適性を有すると認められる職に、降任等をする

こと。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管

理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢

が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちで

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２８条の２第１項及び第２項の

規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

きる限り上位の職制上の段階に属する職に、降

任等をすること。 

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当

該職員が占めていた管理監督職が属する職制上

の段階より上位の職制上の段階に属する管理監

督職を占める職員（以下この号において「上位

職職員」という。）の他の職への降任等もする

場合には、第１号に掲げる基準に従った上での

状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認

められる場合を除き、上位職職員の降任等をし

た職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階

又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階

に属する職に、降任等すること。 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第８条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に

退職（臨時的に任用される職員その他の法律によ

り任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

が退職する場合を除く。）をした者（以下この条

において「年齢６０年以上退職者」という。）を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占め

る職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時

勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の

職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通

常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以

下この条において同じ。）に採用することができ

る。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採

用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職

日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時

勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の

職と同種の職を占めているものとした場合にお

ける定年退職日をいう。）を経過した者であると

きは、この限りでない。 

（雑則） 

第９条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、昭和６０年３月３１日から施行す

る。ただし、第５条の規定は、公布の日から施行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この条例は、昭和６０年３月３１日から施行する。

ただし、第５条の規定は、公布の日から施行する。 
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する。 

 （定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日

までの間における第３条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同

条中「６５年」とあるのは、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日か

ら令和７年３月３１

日まで 

６１年 

令和７年４月１日か

ら令和９年３月３１

日まで 

６２年 

令和９年４月１日か

ら令和１１年３月３

１日まで 

６３年 

令和１１年４月１日

から令和１３年３月

３１日まで 

６４年 

 （情報の提供及び勤務の意思の確認） 

３ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用さ

れる職員その他の法律により任期を定めて任用

される職員及び非常勤職員を除く。以下この項に

おいて同じ。）が年齢６０年に達する日の属する

年度の前年度（以下この項において「情報の提供

及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）

（情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき

年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び

勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採

用された職員（異動等により情報の提供及び勤務

の意思の確認を行うべき年度の末日を経過する

こととなった職員（以下この項において「末日経

過職員」という。）を除く。）にあっては、当該

職員が採用された日から同日の属する年度の末

日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職

員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初

日である場合は、当該年度の前年度））において、
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当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する

日以後に適用される任用及び給与に関する措置

の内容その他の必要な情報を提供するものとす

るとともに、同日の翌日以後における勤務の意思

を確認するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

職員の育児休業等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

改 正 後 現   行 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定め

る職員は、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非

常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員（次条第１項

において「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）を除く。）とする。 

第９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定め

る職員は、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非

常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員（次条第１項

において「再任用短時間勤務職員等」という。）

を除く。）とする。 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第１０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に

規定する部分休業をいう。以下同じ。）の承認は、

鶴ヶ島市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

条例（平成８年条例第１２号。次項において「勤

務時間条例」という。）第８条第１項に規定する

正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時

間勤務職員を除く。以下この条において同じ。）

にあっては、当該非常勤職員について定められた

勤務時間）の始め又は終わりにおいて、３０分を

単位として行うものとする。 

第１０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に

規定する部分休業をいう。以下同じ。）の承認は、

鶴ヶ島市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

条例（平成８年条例第１２号。次項において「勤

務時間条例」という。）第８条第１項に規定する

正規の勤務時間（非常勤職員（再任用短時間勤務

職員等を除く。以下この条において同じ。）にあ

っては、当該非常勤職員について定められた勤務

時間）の始め又は終わりにおいて、３０分を単位

として行うものとする。 

２～３ 略 ２～３ 略 

  

 

鶴ヶ島市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例新旧対照表（第３条関係） 

改 正 後 現   行 

（１週間の勤務時間） （１週間の勤務時間） 

第２条 略 第２条 略 

２ 地方公務員法第２２条の４第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任

用短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、前

項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間

２ 地方公務員法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時

間勤務職員」という。）の勤務時間は、前項の規

定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超え
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を超えない期間につき１週間当たり１５時間３

０分を下らず、３１時間を超えない範囲内におい

て、任命権者が定める。 

ない期間につき１週間当たり１５時間３０分を

下らず、３１時間を超えない範囲内において、任

命権者が定める。 

（週休日及び勤務時間の割振り） （週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を

割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。た

だし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員

については、これらの日に加えて、月曜日から金

曜日までの５日間において、週休日を設けること

ができる。 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を

割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。た

だし、任命権者は、再任用短時間勤務職員につい

ては、これらの日に加えて、月曜日から金曜日ま

での５日間において、週休日を設けることができ

る。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間に

おいて、規則の定めるところにより勤務時間を割

り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間

勤務職員については、１週間ごとの期間におい

て、勤務時間を割り振るものとする。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間に

おいて、規則の定めるところにより勤務時間を割

り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職

員については、１週間ごとの期間において、勤務

時間を割り振るものとする。 

第４条 略 第４条 略 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務

時間の割振りを定める場合には、規則の定めると

ころにより、４週間ごとの期間につき８日（定年

前再任用短時間勤務職員にあっては、８日以上）

の週休日を設けなければならない。ただし、職務

の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、４週

間ごとの期間につき８日（定年前再任用短時間勤

務職員にあっては、８日以上）の週休日を設ける

ことが困難である職員について、規則の定めると

ころにより、４週間を超えない期間につき１週間

当たり１日以上の割合で週休日を設ける場合に

は、この限りでない。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務

時間の割振りを定める場合には、規則の定めると

ころにより、４週間ごとの期間につき８日（再任

用短時間勤務職員にあっては、８日以上）の週休

日を設けなければならない。ただし、職務の特殊

性又は勤務公署の特殊の必要により、４週間ごと

の期間につき８日（再任用短時間勤務職員にあっ

ては、８日以上）の週休日を設けることが困難で

ある職員について、規則の定めるところにより、

４週間を超えない期間につき１週間当たり１日

以上の割合で週休日を設ける場合には、この限り

でない。 

（年次休暇） （年次休暇） 

第１２条 年次休暇は、一の年度（４月１日から翌

年の３月３１日までの期間をいう。以下同じ。）ご

とにおける休暇とし、その日数は、一の年度におい

て、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各

号に掲げる日数とする。 

第１２条 年次休暇は、一の年度（４月１日から翌

年の３月３１日までの期間をいう。以下同じ。）ご

とにおける休暇とし、その日数は、一の年度におい

て、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各

号に掲げる日数とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２

０日（定年前再任用短時間勤務職員にあって

は、その者の勤務時間等を考慮し２０日を超え

ない範囲内で規則で定める日数） 

(1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２

０日（再任用短時間勤務職員にあっては、その

者の勤務時間等を考慮し２０日を超えない範

囲内で規則で定める日数） 

(2)～(3) 略 (2)～(3) 略 

２～３ 略 ２～３ 略 



6 

  

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例新旧対照表（第４条関係） 

改 正 後 現   行 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 略 第２条 略 

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げ

る者とする。 

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げ

る者とする。 

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により

任期を定めて任用された職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第

１項の規定により任用された職員を除く。） 

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により

任期を定めて任用された職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第

１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により任用された

職員を除く。） 

(2) 非常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１

項の規定により任用された職員を除く。） 

(2) 非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１

項又は第２８条の６第２項の規定により任用

された職員を除く。） 

(3)～(4) 略 (3)～(4) 略 

３ 略 

 

３ 略 

 

鶴ヶ島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表（第５条関係） 

改 正 後 現   行 

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況

に関し、任命権者が報告しなければならない事項

は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職

員（地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲

げる職員及び同法第２２条の４第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員を除く。）に係る

次に掲げるものとする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況

に関し、任命権者が報告しなければならない事項

は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職

員（地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲

げる職員及び同法第２８条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除

く。）に係る次に掲げるものとする。 

(1)～(11) 略 

 

(1)～(11) 略 

 


